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次 第

１ 委員長あいさつ

２ 会議録署名委員の指名（ 委員、 委員）

３ 案 件

議案第１４号 選挙人名簿に登録することについて（選挙時）

議案第１５号 選挙人名簿から抹消することについて（選挙時）

報告第 １号 登録の移替えをした者について（衆院選）

報告第 ２号 選挙権を有する者の５０分の１の数について

報告第 ３号 選挙権を有する者の３分の１の数について

議案第１６号 期日前投票管理者及びその職務代理者の選任について（衆院選）

議案第１７号 期日前投票立会人の選任について（衆院選）

議案第１８号 移動期日前投票管理者及びその職務代理者の選任について（衆

院選）

議案第１９号 移動期日前投票立会人の選任について（衆院選）

議案第２０号 投票管理者及びその職務代理者の選任について（衆院選）

議案第２１号 投票立会人の選任について（衆院選）

議案第２２号 委員長専決事件の指定について（衆院選）

４ その他



議案第１４号

選挙人名簿に登録することについて（選挙時）

公職選挙法第２２条第３項の規定により、令和８年１月２６日現在において

別紙の者を選挙人名簿に登録する。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 新有権者登録 令和８年２月８日までに満１８歳に達する者

生年月日：平成 19 年 12 月 3 日から平成 20 年 2 月 9 日まで

男 ９人 女 １４人 小計 ２３人

２ 転入登録 令和 7 年 10 月 26 日以前より引き続き三種町に居住している者

転入日：令和７年９月２日から令和７年１０月２６日まで

男 １２人 女 １４人 小計 ２６人

３ 登録者総数 男 ２１人 女 ２８人 合計 ４９人



議案第１５号

選挙人名簿から抹消することについて（選挙時）

公職選挙法第２８条の規定により、令和８年１月２６日現在において別紙の

者を選挙人名簿から抹消する。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 死亡抹消者 届出日：令和７年１２月１日から令和８年１月２５日まで

男 ２７人 女 ３７人 小計 ６４人

２ 転出抹消者 令和７年９月２５日以前に三種町から転出した者

転出日：令和７年８月１日から令和７年９月２５日まで

男 １１人 女 １４人 小計 ２５人

３ 抹消者総数 男 ３８人 女 ５１人 合計 ８９人



報告第１号

登録の移替えをした者について（衆院選）

令和８年１月２６日現在において選挙時登録における登録の移替えをした者

は、別紙のとおりである。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

令和７年１２月１日から令和８年１月２０日までの町内転居により投票区の

移替えをした者

男 ５人 女 １４人 合計 １９人



報告第２号

選挙権を有する者の５０分の１の数について

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙権を有する者

の総数の５０分の１の数は２５１である。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

参 考

第７４条第１項 条例の改廃請求

第７５条第１項 地方公共団体等の事務等の執行に係る監査請求



報告第３号

選挙権を有する者の３分の１の数について

地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１項並びに地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する

者の総数の３分の１の数は４，１８０である。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

参 考

第７６条第１項 議会の解散請求

第８０条第１項 議員の解職請求

第８１条第１項 長の解職請求

地教組第８条第１項 教育委員の解職請求



議案第１６号

期日前投票管理者及びその職務代理者の選任について（衆院選）

令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける期日前投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任する。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



議案第１６号別紙

１ 琴丘地域拠点センター期日前投票所

(1)投票管理者

(2) 職務代理者

２ 山本地域拠点センター期日前投票所

(1)投票管理者

(2)職務代理者

３ 八竜農村環境改善センター期日前投票所

(1) 投票管理者

(2) 職務代理者

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年１月２８日から

令和８年２月 ７日まで
（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年１月２８日から

令和８年２月 ７日まで
（省略） 近藤 政人

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年１月２８日から

令和８年１月３０日まで

令和８年２月 １日から

令和８年２月 ３日まで

令和８年２月５日

（省略） （省略）

令和８年１月３１日

令和８年２月 ４日
（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年１月２８日から

令和８年２月 ７日まで
（省略） 石井 透

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年１月２８日から

令和８年２月 ５日まで
（省略） （省略）

令和８年２月 ６日から

令和８年２月 ７日まで
（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年１月２８日から

令和８年２月 ７日まで
（省略） 三浦 保



議案第１７号

期日前投票立会人の選任について（衆院選）

令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける期日前投票立会人を別紙のとおり選任する。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



議案第１７号別紙

期日前投票立会人

１ 琴丘地域拠点センター期日前投票所

２ 山本地域拠点センター期日前投票所

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年 １月２８日

２月 ２日

２月 ５日

（省略） （省略）

令和８年 １月２８日

２月 １日

２月 ５日

（省略） （省略）

令和８年 １月２９日

２月 ２日

２月 ６日

（省略） （省略）

令和８年 １月３０日

２月 ３日
（省略） （省略）

令和８年 １月３０日

２月 ３日

２月 ４日

（省略） （省略）

令和８年 １月２９日

２月 ４日

２月 ７日

（省略） （省略）

令和８年 １月３１日

２月 ６日
（省略） （省略）

令和８年 １月３１日

２月 １日

２月 ７日

（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年 １月２８日

１月３０日

２月 ４日

２月 ６日

（省略） （省略）

令和８年 １月２９日

２月 １日

２月 ３日

２月 ６日

（省略） （省略）

令和８年 １月２８日

１月３０日

２月 ２日

２月 ４日

（省略） （省略）

令和８年 １月２９日

２月 ２日

２月 ５日

（省略） （省略）

令和８年 １月３１日

２月 ７日
（省略） （省略）



３ 八竜農村環境改善センター期日前投票所

令和８年 １月３１日

２月 ７日
（省略） （省略）

令和８年 ２月 １日

２月 ３日

２月 ５日

（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年 １月２９日

１月３１日

２月 ３日

２月 ５日

２月 ７日

（省略） （省略）

令和８年 １月２８日

２月 １日

２月 ２日

２月 ４日

２月 ５日

２月 ７日

（省略） （省略）

令和８年 １月２９日

１月３０日

１月３１日

２月 ２日

２月 ３日

２月 ６日

（省略） （省略）

令和８年 １月２８日

１月３０日

２月 １日

２月 ４日

２月 ６日

（省略） （省略）



議案第１８号

移動期日前投票管理者及びその職務代理者の選任について（衆院選）

令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける移動期日前投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任

する。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



議案第１８号別紙

１ 琴丘地区移動期日前投票所（勝平）

(1) 投票管理者

(2) 職務代理者

２ 山本地区移動期日前投票所（達子・木戸沢・豊岡）

(1) 投票管理者

(2) 職務代理者

３ 八竜地区移動期日前投票所（釜谷・大口・川尻）

(1) 投票管理者

(2) 職務代理者

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年２月７日 （省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年２月７日 （省略） 田中 一彦

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年２月７日 （省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年２月７日 （省略） 成田 直広

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年２月７日 （省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年２月７日 （省略） 石井 忍



議案第１９号

移動期日前投票立会人の選任について（衆院選）

令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける移動期日前投票立会人を次のとおり選任する。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

１ 琴丘地区移動期日前投票所（勝平）

２ 山本地区移動期日前投票所（達子・木戸沢・豊岡）

３ 八竜地区移動期日前投票所（釜谷・大口・川尻）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年２月７日
（省略） （省略）

（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年２月７日
（省略） （省略）

（省略） （省略）

職務を行うべき日 住 所 氏 名

令和８年２月７日
（省略） （省略）

（省略） （省略）



議案第２０号

投票管理者及びその職務代理者の選任について（衆院選）

令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選任

する。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



議案第２０号別紙

各投票区の投票管理者

なお、琴丘・山本・八竜地区共通投票所については、それぞれ鹿渡北・大町・

鵜川投票区の投票管理者が兼務するものとする。

投票区 住 所 氏 名

鯉 川 （省略） （省略）

鹿渡南 （省略） （省略）

鹿渡北 （省略） （省略）

新屋敷 （省略） （省略）

上岩川 （省略） （省略）

大 町 （省略） （省略）

林 崎 （省略） （省略）

下岩川 （省略） （省略）

金 岡 （省略） （省略）

北金岡 （省略） （省略）

鵜 川 （省略） （省略）

大 曲 （省略） （省略）

浜 口 （省略） （省略）

芦 崎 （省略） （省略）



議案第２０号別紙

各投票区の投票管理者の職務代理者

なお、琴丘・山本・八竜地区共通投票所については、それぞれ鹿渡北・大町・

鵜川投票区の職務代理者が兼務するものとする。

投票区 住 所 氏 名

鯉 川 （省略） 田中 友樹

鹿渡南 （省略） 石川 賢志

鹿渡北 （省略） 近藤 一仁

新屋敷 （省略） 渡辺 祐紀

上岩川 （省略） 近藤 香奈子

大 町 （省略） 北林 孝典

林 崎 （省略） 嶋田 裕樹

下岩川 （省略） 近藤 克利

金 岡 （省略） 舘岡 知弘

北金岡 （省略） 佐藤 潤一

鵜 川 （省略） 熊谷 幸樹

大 曲 （省略） 木村 昭仁

浜 口 （省略） 嶋田 義彦

芦 崎 （省略） 畠山 範之



議案第２１号

投票立会人の選任について（衆院選）

令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に

おける各投票区の投票立会人を別紙のとおり選任する。

令和８年１月２６日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦



議案第２１号別紙

各投票区の投票立会人

住 所 氏 名

鯉 川
（省略） （省略）

（省略） （省略）

鹿渡南
（省略） （省略）

（省略） （省略）

鹿渡北
（省略） （省略）

（省略） （省略）

新屋敷
（省略） （省略）

（省略） （省略）

上岩川
（省略） （省略）

（省略） （省略）

大 町
（省略） （省略）

（省略） （省略）

林 崎
（省略） （省略）

（省略） （省略）

下岩川
（省略） （省略）

（省略） （省略）

金 岡
（省略） （省略）

（省略） （省略）

北金岡
（省略） （省略）

（省略） （省略）

鵜 川
（省略） （省略）

（省略） （省略）

大 曲
（省略） （省略）

（省略） （省略）

浜 口
（省略） （省略）

（省略） （省略）



なお、琴丘・山本・八竜地区共通投票所については、それぞれ鹿渡北・大町・

鵜川投票区の投票立会人が兼務するものとする。

芦 崎
（省略） （省略）

（省略） （省略）



議案第２２号

委員長専決事件の指定について（衆院選）

三種町選挙管理委員会規程第１３条第１項の規定に基づき、次の事項を三種

町選挙管理委員会委員長の専決事件に指定する。

令和８年１月２１日提出

三種町選挙管理委員会

委員長 木 村 信 悦

委員長専決指定事項

令和８年２月８日執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査における選挙人名簿抄本の抹消及び共通投票所を含む投票管理者及びその職

務代理者、投票立会人（補充選任を除く。）、移動期日前投票所を含む期日前投

票管理者及びその職務代理者並びに期日前投票立会人（補充選任を除く。）の選

任の変更並びにポスター掲示場の設置場所の変更



【今後の日程】

１月２７日（火） 衆議院議員総選挙 公示日

小選挙区氏名掲示くじ 午後５時３０分（第３会議室）

２８日（水）～２月７日（土） 期日前投票・不在者投票開始

（小選挙区・比例代表）

※最高裁判所裁判官国民審査は２月１日（日）から投票開始

３０日（金） 選挙広報納品（予定）

２月 １日（日） 町広報へ同封し全戸へ配付

５日（木） 開票立会人届出期限・くじ

届出期限 午後５時

くじ 午後５時３０分（第３会議室）

７日（土） 移動期日前投票

８日（日） 衆議院議員総選挙 投・開票日

投票 午前７時～午後７時（上岩川は午後６時まで）

開票 午後８時３０分開始 三種町八竜体育館

第３回選挙管理委員会（専決事項の報告）

※委員長：午前８時３０分から従事

委 員：午後１時３０分から従事

３月 ２日（月） 第４回選挙管理委員会（定時登録）

午前９時００分～ 第２会議室


